
新証券税制（案）の全体像

１．株式譲渡益 平成13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年～

①税率

②特定口座制度
保護預り口座からの移管
いわゆるタンス株の受入れ

　4月～

③譲渡損失の繰越控除（3年）

④みなし取得費の特例
(=平成13年10月1日の終値の80%）

11月30日～
⑤購入額1,000万円まで
の非課税措置（要申告）

２．株式の配当金

　4月～ 3月末まで

３．株式投資信託の分配金
3月末まで

平成15年3月末までは
20％の源泉徴収のうえ総
合課税（申告不要（年間
10万円以下)あり）又は
35％の源泉分離課税

平成15年12月末までは
20％の源泉分離課税

10%優遇税率

移管可能期間

タンス株の受入れ

購入 保有 売却

10%優遇税率

申告不要の上限撤廃

10%優遇税率

償還・解約損について株式売買益と通算


